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【開催日】 平成３０年６月１４日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午後２時１５分 

【出席委員】 

委 員 長 吉 永 美 子 副 委 員 長 山 田 伸 幸 

委 員 大 井 淳一朗 委 員 杉 本 保 喜 

委 員 恒 松 恵 子 委 員 松 尾 数 則 

委 員 矢 田 松 夫   

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】なし 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三   

福祉部長 岩 本 良 治 福祉部次長兼高齢福祉課長 兼 本 裕 子 

福祉部次長兼国保年金課長 桶 谷 一 博 子育て支援課長 川 﨑 浩 美 

子育て支援課課長補佐 別 府 隆 行 子育て支援課保育係長 野 田 記 代 

高齢福祉課技監 河 野 靜 恵 高齢福祉課課長補佐 河 田 圭 司 

高齢福祉課主査 石 井 尚 子 高齢福祉課主査兼介護保険係長 篠 原 紀 子 

高齢福祉課主査兼地域包括支援センター所長 荒 川 智 美 高齢福祉課高齢福祉係長 古 谷 雅 俊 

国保年金課課長補佐 石 橋 啓 介 国保年金課国保係長 石 田 由記子 

国保年金課収納係長 山 田 幸 生 国保年金課特定健診係長 別 府 奈緒美 

病院事業管理者 矢 賀   健 病院局事務部長 堀 川 順 生 

病院局事務部次長兼医事課長 岡 原 一 恵 病院局総務課長兼庶務係長 和 氣 康 隆 

病院局総務課課長補佐兼経理係長  藤 本 義 忠 病院局総務課経理係主任 村 上 陽 子 

病院局医事課医事係長 佐々木 秀 樹   

【事務局出席者】 

事 務 局 長 中 村    聡 議事係主任 原 川 寛 子 

 

【付議事項】 

１ 議案第５５号 山陽小野田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て（子育て） 

 

２ 議案第５３号 平成３０年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第

１回）について（高齢） 
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３ 所管事務調査 平成３０年度国保料率について（国保） 

 

４ 所管事務調査 病院事業報告について（病院） 

 

５ 陳情・要望について 

 

６ 閉会中の継続調査事項について 

 

 

午前１０時 開会 

 

吉永美子委員長 ただいまより民生福祉常任委員会を開会します。お手元に審

査日程がありますが、この審査内容で本日の委員会を開催しますので、

議事運営に御協力をお願いします。まず、日程１、議案第５５号山陽小

野田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について審査します。御説明をお願いし

ます。 

 

川﨑子育て支援課長 議案第５５号山陽小野田市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、お配りしている資料で御説明します。このたびの改正の目的は、

本条例の基準省令であります「放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準」が平成３０年４月１日施行により、一部改正されたこと

に伴い、関係規定の整合性を図るため、本条例の一部を改正するもので

す。次に、改正の内容です。児童福祉法第３４条の８の２の規定に基づ

き、市は、放課後児童健全育成事業の設備、運営に関しまして、事業に

従事する者及びその員数は、基準省令に従い条例を定めることとされて

います。このたび、この基準省令の事業に従事する者が改正されたため、

以下の（１）、（２）のとおり本市条例を改正するものです。この、事業

に従事する者について、条例第１０条第３項に規定する従前の規定内容

は、点線枠に概略で示していますが、次のいずれかに該当する者で県の

研修を修了した者とされており、保育士、社会福祉士、幼稚園・学校等

の教諭となる資格を有する者。また、大学等において社会福祉学、心理

学等の学科を修了した者。高等学校等を卒業後、２年以上児童福祉事業
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に従事した者。高等学校等を卒業して２年以上児童健全育成事業の類似

事業に従事した者で市長が認める者となっています。このたびの改正の

一つ目は、教諭となる資格を有する者について、表記を見直すものです。

具体的には、教員免許を有する者のうち、免許更新をしていないものや

臨時免許状など期限があるものも対象とするもので、従前と解釈に変更

はなく、条文を分かりやすく改めるものです。改正前の条文は、「学校教

育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学

校の教諭となる資格を有する者」であるのを、改正後は「教育職員免許

法第４条に規定する免許状を有する者」とするものです。二つ目は、中

学校卒業者に対し支援員となれる規定を追加するものです。具体的には、

中学校卒業者であっても、児童クラブ補助員として５年以上の実務経験

がある場合で、市長が適当と認めた者は支援員となれるようにするもの

で、改正としては「５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であ

って、市長が適当と認めたもの」という条文を追加するものです。この

条例の施行日は、公布の日からとしています。説明は以上です。 

 

吉永美子委員長 執行部の説明が終わりましたので、委員からの質疑を受けた

いと思います。 

 

矢田松夫委員 従来であれば２年以上の実務経験というのがあったんですが、

今回５年になった理由が分かりますか。 

 

川﨑子育て支援課長 国から示されている説明としては、このたび中学校卒業

者にも基礎資格を拡大しまして、優秀な人材を広く支援員として登用す

るというのが目的です。高校卒業者については２年以上という基準があ

りますので、これとの整合性を図るために国において５年としたという

ことです。 

 

杉本保喜委員 放課後児童支援員の研修が都道府県で行われているということ

なんですが、これは年に何回ぐらい行われているんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 研修は年に１回です。県内の３か所ぐらいで実施されて

います。 

 

杉本保喜委員 全体としては３回ということですか。 
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川﨑子育て支援課長 ３回ぐらいだったと思います。 

 

杉本保喜委員 どこかで受けられるということですね。１回受ければいいとい

うことですね。 

 

川﨑子育て支援課長 はい。１回受ければいいです。 

 

杉本保喜委員 地域が決まっているというわけではないんでしょう。例えば山

陽小野田市の人が近いところであるけれど行けないので、見ると周南が

あるからそちらに行って受けてもいいということですかね。 

 

川﨑子育て支援課長 会場に限定はなく、都合のいい会場に参加することがで

きたはずです。 

 

大井淳一朗委員 今２年から５年という話があったんですが、高校卒業の方は

あくまでも従来の２年以上のほうで対応するということで、こちら５年

というのは高校卒業は入っていないということで、いいんですよね。そ

の点を確認したいと思います。 

 

川﨑子育て支援課長 高校卒業者についてはこれまでどおり２年以上という縛

りです。 

 

大井淳一朗委員 この改正によって、より多様な人材を支援員とかにできると

いうことですが、これを受けて実際に当てがあるというか、何か取組と

か方策とか考えているんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 実際、本市の委託先が雇用している補助員の中には、こ

れの対象となる職員はいません。このたびこういった改正がされた背景

には、国で全国の自治体に対して共同提案という制度がありまして、各

市町から現在の法の規定に対していろいろな課題とか、そういったもの

を提案するということがありました。その中で幾つかの市から現在雇用

している補助員の中で中学卒業であるけども、とても優秀な人がいる。

その人たちに支援員となれる道を開いてほしいという意見が数件あった

ということで、このたび国がこのように見直しました。これを受けまし
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て実際に対象となる方が今後どの程度いるかというのは不明確ではある

んですが、委託先等で支援員を募集する際には、その辺の対象範囲が拡

大したということも併せて周知をできるだけして、支援員の確保に努め

ていきたいと思っています。 

 

杉本保喜委員 現在うちの市において補助員が中学卒業程度で今頑張っている

んだと。このために救われるという現状が今あるんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 今、本市においてこの中学校卒業者という補助員はいま

せん。委託先で雇用している職員は、保育士とか幼稚園教諭の資格を持

つ者がほとんどでして、そのほか高校卒業された方が補助員として何名

かいらっしゃいますが、中学校卒業者はいません。 

 

矢田松夫委員 今の話の関連ですけどね、結局対象者を拡大するということは、

中卒者というのはほとんどいないんですよね。今の人を救済するとなれ

ば相当の高齢者が対象になると思うんですよね。そういう人が支援員と

して務まるかどうなのか。支援員の不足の中で拡大したという理由は分

かるんですが、現状どうなんですかね。今いないのに、今から来るかも

しれないということの条例改正だと思うんですが、現実に来た場合、そ

ういう高齢者を雇うという年齢制限ないんでしょ、これは。学歴の制限

があっても、年齢制限はあるんですかね。 

 

川﨑子育て支援課長 委託先で支援員等は雇用しているんですが、今の委託先

においては年齢制限はきちんとは設けていらっしゃらないはずです。こ

のたび本市においては該当事例はありませんし、今後も可能性は少ない

のかなとは思っているんですが、基準省令、国が改正されたということ

で、ここは御説明しましたとおり、市においては従うべき基準ですので、

参酌基準ではありませんので、国に準じて改正をしたということです。 

 

山田伸幸副委員長 （１）で「教諭となる資格を有する者について表記を見直

し」ということなんですが、ここに教員免許を有する者で効力は問わな

いというふうになっています。何らかの理由で教員免許を失効させてい

ると思うんですが、これが効力を問わないということは何か特別な配慮

すべき理由があると考えていいんでしょうか。 
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川﨑子育て支援課長 改正前と解釈に変更はないんですけども、教員免許法が

数年前に改正されて、１０年ごとの更新制度が設けられています。それ

に伴って、教員の職に就かれていない方の中にはその更新をされていな

い方もいらっしゃるという現状がありますので、この支援員については

更新をしていらっしゃらなくても教員免許を取得したことがある方はそ

れ相応の人であるということで、その方も対象として含めるという意味

合いです。 

 

山田伸幸副委員長 支援員となれる規定を追加ということなんですが、要する

にこれで言うと、保育士の資格は問わないということですよね。５年以

上補助員として実務経験があればということは、保育士でなくても補助

員としてできるということでいいんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 保育士資格等がなくても補助員として勤務することは可

能です。 

 

山田伸幸副委員長 それがこの見直しによって、５年ほど資格がないまま補助

員として活躍をされて、その後、今度は支援員となることができるとい

うことなんですが、これまで支援員というのは少なくともそういう資格

ということが条件だったと思うんですが、このたび追加となったこと、

これは本市にとって何か意義のあるようなことがあるんでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 支援員の規定は先ほど御説明した現状の点線枠の中にあ

るこれらに保育資格があるとか、高等学校を卒業して２年以上類似事業

に勤めていらっしゃる方が研修を受ければ支援員と位置付けられるとい

うふうに今の規定がなっています。このたびその国の従うべき基準が改

正されましたので、中学卒業者であっても対象とするように追加しまし

た。これによって、本市では今現在該当はありませんが、今後もしかし

たらそういう事例もある可能性もありますので、その際にはこれが適用

されることになりますので、支援員の確保に向けた拡大の一つとは考え

られると思っています。 

 

杉本保喜委員 将来的に見て、子どもも増やすような方向で行くという国策で

すが、この支援員、補助員そういう人たちをある程度確保しておく必要

があるだろうなと思うんですよね。ただ今の状況でこの支援員の資格を
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取るための研修を終了したものとするとうたっているわけですよね。う

ちの市ではこの研修さえ受ければ、支援員になれるんだと。したがって

事前に補助員として雇っておいて、研修に行かせるというような施策も

あるだろうと考えられるんですけど、そのような現状は今あるんですか。 

 

川﨑子育て支援課長 本市の委託先においても現在、保育士等の資格がある方

と、そういった資格はなく高校卒業以上ということで勤務している方も

います。今後資格がない方についても研修を受講する計画を委託先でも

立てています。研修を受講すれば支援員という位置付けになります。 

 

山田伸幸副委員長 その資格を得るための講座は恐らく県内で関係団体がやら

れると思うんですが、それを受講する際にやはりただではないと思うん

ですが、その辺で例えば市でそういう予算を持っているのか、あるいは

社協でそういう講座を受けさせるために何らかの支援があるのか、その

点はいかがでしょうか。 

 

川﨑子育て支援課長 受講料がたしか必要でした。これについては委託先で負

担をしています。それは市からの委託料の中で回しています。 

 

吉永美子委員長 ほかにはよろしいですか。質疑を閉じたいと思います。議案

第５５号について討論ありますか。 

 

山田伸幸副委員長 この問題は国が安上がりの保育をやっていこうという狙い

があるわけですが、本当に資格が有る無しというのは非常に重要なこと

だと思っています。できるだけ本市においては、資格を有するというこ

とを重視して取り組んでいただけるようにお願いをして賛成討論としま

す。 

 

吉永美子委員長 ほかに討論ありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは採

決に入ります。議案第５５号山陽小野田市放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 
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吉永美子委員長 全員賛成。議案第５５号は可決すべきものと決しました。そ

れでは職員の入替えを行います。 

 

（執行部入替え） 

 

吉永美子委員長 次に審査日程２、議案第５３号平成３０年度山陽小野田市介

護保険特別会計補正予算（第１回）について審査をします。執行部から

の説明をお願いします。 

 

兼本福祉部次長 それでは、議案第５３号介護保険特別会計の補正予算につい

て、御説明します。１、２ページをお開きください。歳入歳出予算総額

６３億６，５２１万２，０００円にそれぞれ１，５８６万７，０００円

を追加して予算総額を６３億８，１０７万９，０００円にするものです。

５、６ページをお開きください。まず、歳出につきましては１款１項１

目一般管理費、１３節委託料のシステム開発委託料３７６万４，０００

円は、平成３０年度からの介護保険制度改正に伴うシステム改修に要す

る経費です。介護保険のシステムは、厚生労働省や国保連のシステムと

情報連携を相互に行う必要がありますが、この情報連携に関する仕様が

平成３０年３月半ばに確定し、これに基づいて本市のシステム改修を行

う必要があること、また、介護保険サービス利用者の負担割合などの改

正が平成３０年８月から施行されることから、このたび補正させていた

だくものです。次に、５款１項３目償還金、２３節償還金、利子及び割

引料の償還金１，２１０万３，０００円は、平成２９年度の精算により

超過交付となった診療報酬支払基金交付金の返還に伴うものです。 

続きまして、同じページの上の段を御覧ください。歳入につきまして

は、７款１項３目１節事務費等繰入金の１，５８６万７，０００円は、

先ほど説明しましたシステム改修及び精算に伴う返還に関する財源とし

て、一般会計からの繰入れを行うものです。以上が、このたびの補正予

算の内容です。御審査よろしくお願いします。 

 

吉永美子委員長 執行部からの説明が終わりましたので、委員の質疑を受けた

いと思います。歳出についてありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）歳

入については。 

 

山田伸幸副委員長 システム開発と償還金ですが、全額一般会計からの繰入金
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ということですが、国保の基金とかそういうのから使うということでは

ないんでしょうか。一般会計からの繰入れとなる理由を教えてください。 

 

篠原高齢福祉課主査 制度改正に伴うシステム改修費は国の補助金の交付対象

となっていまして、２分の１程度が交付されることとなっていますが、

補助金の交付額が確定するのは例年１１月頃になります。国からの内示

があり次第、早急に対応したいと思います。 

 

山田伸幸副委員長 後で返ってくるということなんですけど、そのほかの部分

については介護保険の財政ではなく、一般会計から繰り入れて償還金と

かを賄うということなんですか。基金を取り崩すのはしないということ

でいいんでしょうか。 

 

河田高齢福祉課課長補佐 御質問のありましたとおり、介護保険の給付の基金

からは取り崩さずにあくまで一般会計のほうからこのたびは繰り入れて

対応するということにしています。これは事務に要する経費ですので、

保険給付に支障のないようにということで、このたび一般会計から一時

的に繰入れをしますが、最終的に９月の定例会で決算の認定をいただい

た後に、１２月の定例会で補正で精算する流れに例年しているところで

す。 

 

吉永美子委員長 ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは質疑

を閉じたいと思います。討論に入ります。議案第５３号について討論の

ある方は挙手をお願いします。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認

めます。採決に入ります。議案第５３号平成３０年度山陽小野田市介護

保険特別会計補正予算（第１回）について賛成の委員の挙手をお願いし

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

吉永美子委員長 全員賛成。議案第５３号は可決すべきものと決しました。こ

こで一旦、民生福祉常任委員会を休憩します。 

 

午前１０時２５分 休憩 
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午前１１時９分 再開 

 

３ 所管事務調査 平成３０年度国保料率について 

（記録については所管事務調査分に記載） 

 

（執行部退席） 

 

吉永美子委員長 本来であれば日程４の所管事務調査、病院事業報告に行くと

ころですが、病院は午後１時から入れておりますので、審査日程５の陳

情・要望についてに行きたいと思います。お手元に２件、陳情・要望書

配布表というのが来ていると思います。まず移植ツーリズムを考える会

から要望が出ています。臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求

める陳情書ですが、この点についてはどうしますか。 

 

大井淳一朗委員 内容を読ませていただきました。意見書案を提出してほしい

という内容の陳情書ではありますが、もう少し精査が必要なことと、国

の動向とか他市の状況も見てみたいと思いますので、今日結論を出すの

ではなく、また改めて意見書をどうするかについて考えるべきではない

かと思います。 

 

吉永美子委員長 大井委員からそういう御意見が出ました。私自身も臓器移植

の環境整備は大変大事なことだと思っていますが、脳死の問題等議論が

まだまだこれからしないといけない、慎重な議論が必要だというところ

から意見書までにはたどり着かないのではないかという思いを持ってい

ます。皆さんから異議がなければこれについては今後調査をしていくと

いうことで置きたいと思います。次の障害者の暮らしの場の充実を求め

る意見書採択のお願いということで、障害者の生活と権利を守る全国連

絡協議会から要望が出ておりますが、この点についてはいかがですか。 

 

大井淳一朗委員 この点についても、大変深刻な問題でありますけれども、こ

れにつきましても今後調査しながらこの意見書の取扱いについてどうす

るかについて検討していくのが望ましいと考えます。 

 

山田伸幸副委員長 こういった関係で今まで施設の訪問等はしたんですが、市

内にもしこういうことで活躍をしている方がおられたら、一度そういっ
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た方と協議の場とか勉強会みたいな感じでやってみたらいいなと思うん

ですけど、ただそういう方がおられなければ無理ですけど、そういった

ことも今後検討材料に入れてもらいたいなと思います。 

 

吉永美子委員長 担当委員会としてもこれからも障害者の皆様の暮らしの場と

いうところはしっかりと調査しながら、提言も場合によってはしないと

いけないと思いますので、この２件につきましてはこれからも調査をし

ていくということで、終わりたいと思います。午前中の民生福祉常任委

員会を閉会しまして、１３時から再開します。 

 

午前１１時３５分 休憩 

 

午後１時 再開 

 

５ 所管事務調査 病院事業報告について 

（記録については所管事務調査分に記載） 

 

午後２時５分 休憩 

 

午後２時９分 再開 

 

吉永美子委員長 それでは休憩を閉じまして民生福祉常任委員会を再開します。

日程６、閉会中の継続調査事項についてですが、皆様のお手元に配布さ

れていますけれども、調査事項がこれ以外にもあるのではないか、逆に

もうこの点については閉会中しなくてはいいのではないかというのがあ

れば発言をしていただければと思います。 

 

山田伸幸副委員長 調査事項の中にごみの関係がないでしょ。環境衛生に関す

ること。 

 

吉永美子委員長 「環境衛生に関すること」を入れたいと思います。 

 

大井淳一朗委員 最近報道で問題になっている高齢者の運転の問題ですね。

（「ここじゃないと思うけど」と呼ぶ者あり）生活安全課が絡むので。



 

12 

 

免許返納とかあります。最近認知症と思われる方が運転して事故を起こ

して人をはねたとかいうのもありますので、そうした交通安全とか免許

返納とかそういった高齢者に限らないことなんですが、交通安全にくく

っていいのかな。（「ちょっと違う」と呼ぶ者あり）それを包括するよ

うなものを入れてもらうと助かります。 

 

松尾数則委員 民生福祉の項目に限った場合、ちょっとそこに入れ込むのは難

しい点があるかなと思っています。正直言ってこれだけあれば十分かな

という気もします、９月までだから。 

 

吉永美子委員長 大きな課題であるのは確かですね。 

 

大井淳一朗委員 交通安全もあるんですけど、返納後のまちづくりも含めて、

実は深い問題で公共交通になると違うんですけども、何かできたら、含

めることができないかなと思って。この３か月でできるかどうかは分か

らないですけど、今後のことも含めて。 

 

吉永美子委員長 今、テレビでも取り上げられているぐらいですから、高齢者

の事故が多いですから。 

 

山田伸幸副委員長 要するに高齢者が閉じこもりにならずに出掛けて行くこと

をどう支援するか、それが自分の車か若しくは公共交通か、ほかの手段

か、そういった問題というのはあると思うんですよね。ただ出掛けてい

くときにどういう障害があるのか、そういった問題が今非常に深刻な問

題になっていると思います。その辺で考えていかなくちゃいけないかな

と思いますが。 

 

吉永美子委員長 高齢者の安全という部分を入れるかどうか。 

 

矢田松夫委員 大勢に影響ないと思う。産建の公共交通に任せて、それらを含

めてやったほうがいい。暴走する１８歳、逆走する８１歳、そういうの

もありますから必要なことは必要と思うけど、産建に任せたほうがいい

んじゃないですかね。トータル的に。 

 

大井淳一朗委員 交通安全ということになるとうちなので、そこがあるかなと
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思って。返納後の公共交通は確かに産建だけど、交通安全というくくり

でいったら高齢者のみならず。通学路になるとまた教育委員会になって

くるけど。交通安全に関することで入れてもらったらいいかなと思って。 

 

山田伸幸副委員長 高齢者は確かにそういう問題があるんですけど、障害者に

もあるんですよね。高齢者が出掛けていくことと併せて、障害者がなか

なか車椅子で歩きづらい、そういうまちというのも問題にしていかない

といけないと思っています。 

 

吉永美子委員長 大きくなっていますけど、一番下にある例のきらきらプラン、

いきいきプランの計画を閉会中にするということで取り上げたんですが、

これに入れるということでいかがでしょうか。この中に入っているとい

うことで。「環境衛生に関すること」を付け加えていきたいと思います。

これで閉会中の継続調査事項については終わりますので、民生福祉常任

委員会を閉じます。お疲れ様でした。 

 

午後２時１５分 散会 

 

 

平成３０年６月１４日 

 

民生福祉常任委員長 吉 永 美 子 

 


